
 
 

―参照条文― 
 
港湾法（抄） 
 
 （港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針）  
第三条の二  国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方

針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。  
２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 一  港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項  
 二  港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項  
 三  開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項  
 四  港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する 

基本的な事項  
 五  経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に 

関する基本的な事項  
３  基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上の 

ため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮して定めるものとする。  
４  国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、

かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。  
５  港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。  
６  国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。  
 
 （港湾計画）  
第三条の三  重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全

に関する政令で定める事項に関する計画（以下「港湾計画」という。）を定めなければならない。  
２  港湾計画は、基本方針に適合し、且つ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾

の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項その

他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。  
６  国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第二項の国土交通省

令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適

当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。  
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